
萩地区：許可基準の変更前後の比較表（個別の基準）変更点のみ 

 

◎以下の許可基準に適合し、三島市に許可申請し、許可が出れば掲出可能  

※赤字が変更点です。なお、以下はあくまで概要なので、詳しくはパンフレット等でご確認下さい。 

種類 区分 項目 変更前 

（第 1 種特別） 

変更後① 

（第 2 種特別） 

変更後➁ 

（第 1 種普通） 

野立 自家 高さ 地上 10m 以下 

（広告塔） 

地上 15m 以下 

（広告塔） 

案内 面積 3 ㎡以内/１面 

6 ㎡以内/合計 

5 ㎡以内/1 面 

１０㎡以内/合計 

≪５者以上の協同表示≫ 

１０㎡以内/1 面 

 ２０㎡以内/合計 

≪５者以上の協同表示≫ 

15 ㎡以内/１面 

３０㎡以内/合計 

一般 掲出 掲出不可 掲出可 

（３０㎡以内/１面等） 

屋上 自家 高さ 建築物の高さの

2/3 以 下 か つ

5m 以下 

建築物の高さの 2/3 以下かつ 10m 以下 

案内 掲出 掲出不可 

 

 

 

 

掲出可 

（３０㎡以内/１建築物等） 

一般 

突出 自家 面積 ２０㎡以内/1 面 規制なし 

案内 掲出 掲出不可 

 

 

 

 

 

掲出可 

（２０㎡以内/1 面等） 

一般 

壁面 

塀 

案内 掲出 掲出不可 

 

掲出可 

（〈壁面の１面 300 ㎡未満〉 

 壁面の 1/5 以内又は１５㎡

以内等） 一般 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自家：自己の名称等を自己の事業所等に表示する屋外広告物 

案内：道標、案内板等の屋外広告物 

一般：自家広告物、案内広告物以外の屋外広告物 

  例）自己の敷地以外に掲出する、店舗ＰＲのための看板 等 

≪規制地域：イメージ図≫ 

≪屋外広告物の区分の概要≫ 


